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日本の外国人受け入れ政策の変遷と課題

技能実習制度から 2018年入管法改正までを中心に

技能実習制度から2018 年入管法改正までを中心に

山口　裕子

1.　はじめに : 2019 年 4 月 1 日新入管法施行の（非）インパクト

2019 年 4 月 1 日、「出入国管理及び難民認定法（以下、入管法）の一部を改正する法律」が施行され、

新たな在留資格「特定技能」による外国人の受け入れが開始した 1。特定技能とは、日本政府によ

ると「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」をさし、この資格で今後 5 年間に、介

護、ビルクリーニング、建設、造船、農業などの 14 業種で最大約 34 万 5 千人の外国人を受け入れ

る計画だという。同在留資格は 1 号と 2 号からなり、特定技能 1 号外国人は、在留期間が 5 年に限

られ、家族の帯同は認められない。これに対し特定技能 2 号外国人は、建設や造船などの特定の業

種に従事するもので、在留期間の更新や家族の帯同が認められる。同改正法が施行した 4 月 1 日は、

奇しくも新元号「令和」の発表日と重なり、世間の関心は圧倒的に後者に集まった観があるが、新

入管法施行については、日本の外国人政策の重要なターニングポイントとなりうるとも、外国人の

定住化を阻む日本政府の姿勢に対するインパクトは少ないともいわれ、専門家の評価は分かれてい

る [明石 2019; 髙谷 2019]。

日本の入管法は、1951 年に公布、施行されて以来、幾度も改正が重ねられてきた。1980 年代末

以降は、日系三世のための「定住者」という在留資格や技能実習制度を設けて外国人を実質的な労

働力として受け入れ、さらには留学生らに「資格外活動」という形で一定時間の就労を認めること

で、少子高齢化に伴う労働力不足の一端を補おうとしてきた。すでに日本人就労者の確保が難しい

外食や土木、製造業などの分野での外国人への依存度は高まっており、私たちの生活実感としても、

働く外国人を日常的によく目にするようになった。この、表向きは「就労」を謳わない在留資格に

よって外国人を受け入れる政策は、しばしば ｢サイドドア ｣と揶揄され批判されてきた。これに対

し、今回の入管法改正による在留資格「特定技能」の創設は、少なくとも制度的には労働力不足を

補う外国人の受け入れを正面から認めて「フロントドア」を開いたという意味で、制度を多少なり

とも正常化するものとして、日本の外国人受け入れの歴史的転換点としての意義が指摘されている

[明石 2019: 29; 宮島 2019: 57-64]。たほうで、改正入管法は労働力不足に直面する経済界や地方か

らの圧力を受けて十分な議論を経ないまま拙速に施行に至っている。後述のように、全体の制度設

－ 87 －
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1 本法は、2018 年 11 月 2 日に国会に提出され、12 月 8 日に成立、同 14 日に公布された。
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計の不明瞭さをはじめ、特定技能外国人の人権や日本語教育などに関する国の支援体制の不備、転

職が可能になることによる都市部への外国人の集中、低生産性業種の温存など、すでに多くの問題

が指摘されている。とりわけ新制度は、従前の技能実習制度（後述）を土台としているが、後者に

おける人権侵害や、労働基準関係法令違反などが改善されないまま、当面はそれが特定技能 1号の

主な供給源となることが問題視されている [藤巻 2019 ; 旗手 2019 など ]。

従来の国際人口移動研究では、送り出し／受け入れ国間の移民政策と経済格差を中心とするプッ

シュ・プル要因の解明に焦点が当てられる傾向にあった。当の移民については、移住先での差別や

抑圧、また移動前後でアイデンティティが揺らぐ「境界人」性などが注目されてきたものの 2、そ

れぞれのライフコースにおいて日本への移動を選択する意味や、帰還後のフォローアップ調査は十

分なされてきたとは言い難い。こうした研究状況に鑑み、筆者は 2010 年代初頭から断続的に、元

日本在留インドネシア人技能実習生（以下元実習生と略記）の帰還後の生活について、特に帰還先

社会への再統合過程に注目して社会人類学的な実地調査を行ってきた 3。主に光をあててきたのは、

1990 年代末以降に研修生・技能実習生として渡日し、約 3 年間日本の製造業などの現場に就いた

あとで帰国した元実習生である。彼らは、日本滞在中に祖国の家族への仕送りのほかに、生活を切

り詰めて平均 5-60 万円の貯金をしている。帰還した元実習生はそれを元手に多くの場合日本での

実習内容とは無関係の、オートバイ修理工場やミニ・マーケットなどの零細事業を営んでいる。地

元社会では、彼らが日本からの帰還者であることは明確に認識されており、「エクス・ケンシュウ

セイ（元研修生）」と呼ばれ、「くわえたばこで仕事をしない」「朝から夕方まで昼寝もせずにみっ

ちり働く」といった日本的なハビトゥスは語り草になっている。たほうで、元実習生たちの帰還後

の暮らしぶりは経済的にも周囲から決して突出しているわけではなく、その「ほどほどの成功」具

合ゆえに帰還先社会に肯定的に受け入れられ、再統合を果たしている [山口 2013]。また 2012 年

ごろからの新たな動向として、元実習生が送り出し兼事前研修団体を設立して、地元の若者を日本

に技能実習生として送り出す「同胞リクルート」の動向が見られる。もともと国内外への出稼ぎ慣

行が盛んで、自然資源や産業に乏しいインドネシア東部の地方社会では、日本の技能実習制度への

参加は、若者のライフコースにおいて魅力的かつ現実味のある選択肢の一つとなっている。送り出

し機関では、運営する元実習生が、日本への渡航を希望する候補生に対して「センパイ兼センセイ」

－ 88 －

2   なかでも東南アジアの国際人口移動は、1980 年代後半以降の中東での建設ブームの終焉と新自由主義下のアジア

の経済成長に伴って、南北間だけではなく、東南アジア内の南 - 南移動が活発化している。特に 1997 年の通貨危

機以降、成長著しいアジア NIEs でのインフォーマル部門での労働力移動の「女性化」や、「新奴隷制」としての移

民の人権侵害を指摘する研究は多数刊行されている。
3   その初発は平成 22 年度～ 24 年度科研費研究「東南アジアにおける人の移動と帰還移民の再統合に関する社会人

類学的研究」（課題番号 22320175、代表：伊藤眞）で、成果の一部は [ 山口 2013] にまとめた。本研究はその一環

であり、本学の平成 31 年度特別推進研究費（課題名「国際人口移動と日本の外国人共生策：インドネシア人元技

能実習生の同胞リクルートと移動する個人に注目して」）の成果の一部である。
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として初歩的な日本語や日本での生活、溶接技術などについて事前研修をする。それらをとおして

候補生は、技能実習制度の実相、すなわち日本では制度が建前とする特別な技能は実際にはほとん

ど身につかず、長時間の単純労働に 3 年程度耐えれば相応の貯金ができ、帰国後はほどほどに「故

郷に錦を飾れる」ことを理解し、日本の職場で上司に気に入られる従順な振る舞いなどを徹底的に

教え込まれる。このように、候補生たちは技能実習制度の実情について相当程度織り込み済みで日

本にやってくる。さらには、3 年程度で帰国が予定されているので、職場や生活で多少の困難に直

面してもどうにかやり過ごす。そのため制度的問題が表面化しにくく根本的な解決にもつながりに

くい。そして帰還した元実習生の口コミや地元での「ほどほどの成功」が新たな渡航希望者を生む。

このように、これまでの探求からは、従来同胞リクルートに指摘されてきた、「搾取される側から

する側への転換」とは異なる様相や、新たな人口移動の還流が見て取れている［山口 2013］。さらに、

2019 年 8 月に筆者がインドネシアを訪れた際には、同年 4 月の「特定技能」制度の施行をうけて、

元実習生による同胞リクルート団体が、各地に雨後の竹の子のように設立されていた。運営する元

実習生らは新制度について、戸惑いとともに高い関心を示していた。

先述のように、国際人口移動研究は、プッシュ・プル要因としてのグローバルな政治経済状況や、

送り出し、受け入れ国のそれぞれの政策などとともに、移動する個人の社会生活とそこでの移住の

意味も含めた複眼的な考察が必要となる。人、モノ、情報の活発な流れの中で、今日、海外の人々

を日本への移動へと動機付け持続させるドライブや、単なる「労働力」としてではなく、それぞれ

に異なる社会的背景をもつこれらの人々を日本社会に受け入れるための課題をハード、ソフトの両

面から考えることが肝要である。こうした問題関心の下で、本稿ではまず、2019 年 4 月の入管法

改正に至る、日本の外国人受け入れに関わる制度的な変遷と課題を、技能実習制度との関係を中心

に考察したい。なお、筆者は法律の専門家ではなく、ここで主に依拠するのは関連法令にもとづく

政府刊行物や、移民政策の専門家らの先行研究であり、関連法令の原文の検討は今後の課題となる

ことを断っておきたい。また「外国人」の定義は、参照資料の間でも必ずしも統一されていないが、

ここでは入管法に従って、「日本国籍を有さない者」と広義にとらえておき、必要に応じて説明を

付す。「移民」という語も、特に国際的なそれについては正式な法的定義はなく、そう呼ばれる人々

が置かれた状況も時代や地域によって多様である。ここでは国連による定義、すなわち理由や法的

地位に関係なく「定住国を変更した人々」に依拠して議論を進める [国連広報センター 2016]。

2. 国際人口移動と日本

(1)　国際人口移動転換と日本の動態

まず国際人口移動をめぐるマクロの状況を概観する。従来移民を送り出す側だった国や地域が、

移民の受け入れ側へと転換する現象を、国際人口移動転換という 4。中長期的にみれば、米国、カ

－ 89 －
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ナダ、オーストラリアなどが古典的な移民受け入れ国であったが、戦後は実質的には北・西ヨーロ

ッパ全域が労働移民とその定住の地となっている。1980 年代以降はイタリアやスペインなど南ヨ

ーロッパ諸国が新たに受け入れ国となった。さらに今日では中央・東ヨーロッパ諸国の多くも移民

の受け入れ国へと転じており [カースルズ・ミラー 2014: 9]、国際人口移動転換を経験している。

明治期以降の日本は、移民の送り出し国であった。第二次世界大戦前には日本に居住していた外

国人と植民地出身者は約 130 万人であったのに対し、約 270 万人の日本人が海外に居住していた。

戦後から 1980 年代までは、国内の旧植民地出身者の約半数が出国したことと、日本企業の海外進

出などのために日本人の出国超過状態が続いた。たほうで同時期には、日本経済のプレゼンスの高

まりや労働集約部門での人手不足などが背景となり、外国人の日本への流入圧力が高まった。1989

年の入管法改正によって就労可能な在留資格が拡大され、日系人の受け入れも開始し、1990 年代

には外国人が急増した。同時期に日本は国際人口移動転換、つまり移民の送り出し国から受け入れ

国へと転換したとする見方もある [石川 2005]。

　

(2)　日本における在留外国人の概況と変遷

日本が国際人口移動転換を迎えたとされる 1990 年代より前の、1985（昭和 60）年末時点の在留

外国人は約 85 万 1,000 人だった。その後は増加を続け、2008 年（平成 20 年）9 月のリーマンショ

ックから 2011 年（平成 23 年）3 月の東日本大震災後にかけて一旦減少したものの、その後は再び

増加に転じて今日に至っている。2019 年（令和元年）6 月末時点で、日本の在留外国人数は約 283

万人で、半年前の平成 30 年末 (約 273 万 1,000 人）に比べても約 9 万 9,000 人（約 3.6％）増加し

ており、1985 年と比べると約 3.3 倍となっている [出入国在留管理庁 2019a、図表 1 参照 ]。2017

年の統計では、OECD（経済協力開発機構）加盟国にロシアを加えた 37 カ国中、日本の外国人の

数は第 7 位（約 256 万人、総人口の 2.0％）5、外国人受け入れ数は第 4 位（約 47 万 5,000 人）6 に

あたる「移民受け入れ国」となっている [OECD 2019]。

日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法の定める在留資格のいずれかをもつが、2019

年 11 月末時点で在留資格は 29 種に上る（図表 2 参照）。そのうち就労が可能なのは、1. 特定の活

－ 90 －

4   石川によると、「人口移動転換」という語は次の 3 つの意味をもつ。１. 特定の国における人口移動の近代以降の

歴史的変化を類型化したゼリンスキー（W. Zelinsky）の仮説（The hypothesis of the mobility transition）を邦訳したも

の、2. 国内移動における中心部と周辺部との間の人口移動の逆転や大きな変化、3. ある国の国際人口移動におい

て移入者が移出者より多くなり流出超過から流入超過へと変化することである [ 石川 2005: 325-326]。本稿ではこ

の 3つ目の意味で用いている。
5   第 1 位米国（約 2,259 万 6,000 人、総人口の 6.9％）、第 2 位ドイツ（約 1,062 万 4,000 人、同 12.9％）、第 3 位英

国（約 599 万 1,000 人、同 9％）、第 4 位イタリア（約 514 万 4,000 人、同 8.7％）、第 5 位フランス（約 461 万 7,000
人、同 12.9％）、第 6 位スペイン（約 457 万 2,000 人、同 9.9％）である。
6   ドイツ（約 138 万 4,000 人）、米国（約 112 万 7,200 人）、英国（約 52 万人）につぐ値である。
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動に限って就労が認められる 19 種（外交、効用、技術・人文知識・国際業務など）と、2. 就労活

動に制限のない「身分・地位に基づく在留資格」の 4 種（永住者、日本人の配偶者など、永住者の

配偶者など、定住者）の二つに大別できる。1. は「高度専門職」の一部を除けば 15 日～ 5 年間の

在留期限が設けられており、延長には更新が必要となる 7。また、在留資格の「技能実習」と「特

定技能」は、後述のとおりそれぞれ 2009 年と 2018 年の入管法改正によって創設されたものである。

いっぽう、2. の身分・地位に基づく在留資格のうち、「定住者」は 1989 年の入管法改正で創設さ

れた在留資格で、日系三世、中国残留邦人、第三国定住難民などが該当する。2. のうち、「永住者」

には在留期間に制限がないが、ほかの在留資格には 6 か月から 5 年の期限があり、延長には更新が

必要となる。これらのほかに、指定された活動に応じて就労の可否が定められている在留資格には

「特定活動」がある。2008 年にインドネシアからの受け入れを皮切りに開始した EPA（経済連携協

定）に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者や、ワーキングホリデー、外国人建設就労者や造船

就労者の一部もこれに該当する。就労が認められない在留資格でも、資格外活動許可を受けた場合

は、一定の範囲内で就労が認められる。留学生の週 28 時間以内のアルバイトなどが該当する。

図表１: 在留外国人数の推移

　　　　　（出入国在留管理庁 2019a 「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より）
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（出入国在留管理庁 2019a 「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現にむけた取組」より） 

 図表2: 在留資格一覧 

 
（出入国在留管理庁2019a「新たな外国人在の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より） 

 

－ 91 －

7   高度専門職とは、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定められた者が行う活動であり、1 号と 2
号からなる。2012 年からは活動内容をポイント評価するシステムが導入されており、1 号での活動が一定のポイン

トを超えた者は 2 号として在留期限が無期限になる。
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図表 2: 在留資格一覧

（出入国在留管理庁 2019a「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より）

在留資格別の人数は、2019 年 6 月末現在、「永住者」が最も多く約 78 万 4,000 人（前年末約 77

万 2,000 人）で、次いで「技能実習」が約 36 万 8,000 人（前年末約 32 万 8,000 人）、「留学」が約

33 万 7,000 人（前年末同）、「特別永住者 8」が約 31 万 8,000 人（前年末約 32 万 1,000 人）と続く（図

表 3 参照）。国籍・地域別でみると、中国が最も多く（約 78 万 6,000 人、27.8％）、続いて韓国（約

45 万 2,000 人、16.0％）、ベトナム（約 37 万 2,000 人、13.1％）、フィリピン（約 27 万 7,000 人、9.8％）、

ブラジル（約 20 万 7,000 人、7.3％）などとなっている（図表 3 参照）。
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 図表2: 在留資格一覧 

 
（出入国在留管理庁2019a「新たな外国人在の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より） 
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8   特別永住者とは、1991 年の特例法で認められた、戦後に日本国籍を離脱した後も日本に在留する台湾、朝鮮半島

などの出身者とその子孫に与えられる在留資格である。
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図表 3: 在留資格別外国人人口

（出入国在留管理庁 2019a「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より）

(3)　日本の「外国人労働者」

日本において「外国人労働者」とは誰をさし、その数はどのくらいに上るのだろうか。図表 4 は、

厚生労働省による、「外国人労働者数の推移と在留資格別の内訳」である。それによると、2018 年

10 月末時点の「外国人労働者」の総数は約 146 万人で、東日本大震災後の 2012 年に微減したのを

除けば、この 10 年間で一貫して増加しているのがわかる。2018 年の内訳で最も多いのが①身分に

基づく在留資格（約 49 万 6,000 人、33.9％）で、次に②資格外活動（約 34 万 4,000 人、23.5％）、

③技能実習（約 30 万 8,000 人、21.1％）、④専門的・技術的分野（約 27 万 7,000 人、19.0％）、⑤

特定活動（約 3 万 6,000 人、2.4％）となっている。なおこれは、厚生労働省が外国人を雇用する事

業者に、ハローワークを通じて人数、国籍、在留資格をパート／フルタイムの別は問わずに報告さ

せた「外国人雇用状況報告」に基づく数値である。146 万人には、入管法の定める日本国籍をもた

ない広義の「外国人」のうち、特別永住者や自営業者、そして超過滞在者（約 6 万 5,000 人）と資

格外活動の許可をとらずに就労している外国人（数は不明）は含まれない。これらを含めると実際

には「外国人労働者」は 146 万人よりもはるかに多くなる 9。だがここでより注目したいのは、内

訳である。上記②の留学生や家族滞在者が許可の下で就労する「資格外活動」と、技能移転を通じ

た途上国への国際協力を目的とする③の技能実習が「労働者」とみなされており、合計すると外国
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（出入国在留管理庁2019a「新たな外国人在の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より） 

 

 

 

図表4: 在留資格別外国人労働者数の推移 

 
  
（厚生労働省 2019 「外国人雇用状況の届け出状況まとめ（平成30年 10月末現在）」より） 
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9   なお、総務省統計局の労働力調査によると 2018 年の日本の平均就労者数は 6,664 万人である [ 総務省統計局
2019]。外国人労働者を 146 万人で試算すると、日本の就労者数全体の約 2％となる。
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人労働者の約 4 分の 1（24.6％）を占めているのだ。この本来就労を目的としない在留資格が、労

働者の相当程度の比率を占める日本式の外国人労働者の受け入れ様態を、トレンハルトは「偽装受

け入れ形式」と言い当てて、「日本のケースは豊かな発展した国における非‐受け入れ政策の帰結」

であると述べている [トレンハルト 1994:8]。

図表 4:　在留資格別外国人労働者数の推移

　

　　　　　　注：【】内は前年同期比を示す。

（厚生労働省 2019「外国人雇用状況の届け出状況まとめ（平成 30 年 10 月末現在）」より）

3. 日本の外国人受け入れの歩み：技能実習制度成立から特定技能創設前夜まで

(1)　技能実習制度成立の経緯と 1989 年入管法改正

本章では、日本における外国人受け入れの変遷を、2019 年に施行された「特定技能」制度の

基礎にもなった、技能実習制度をめぐる政策の展開に注目して跡付ける。そのあとで第 4 章では

2018 年の改正入管法が、外国人に対して実質的な「フロントドア」の開放になるのか、その意義

は象徴的なものにとどまるのかを考察し、最後に課題をまとめたい。

入管法をはじめとする関連法令は幾度も改正されてきたが、ここでは日本の外国人受け入れ政策

を考える際の分水嶺として、特に 1989 年（1990 年施行）、2009 年（2010 年施行）、そして今回の

2018 年（2019 年施行）の 3 度の入管法改正に注目する（資料 1 参照）。それに先立ち、幻に終わ

った 1988 年のある外国人受け入れ計画について短く触れておく。
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（出入国在留管理庁2019a「新たな外国人在の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」より） 
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 　　 資料 1: 近年の外国人関連法令の変遷

　　　　（筆者作成　＊網掛けした部分は技能実習制度に関わる事項）

◆技能実習制度前史：頓挫した「雇用許可制度」（1988 年）◆

　外国人技能実習制度は、1960 年代後半ごろから海外の現地法人などの社員教育として行われて

いた研修制度を原型として、日本の技能や技術の開発途上地域への移転とそのための人材育成とい

った「国際協力」を目的に 1993 年に制度化されたものである。実はそれに先立つ 1980 年代末に

は、外国人労働者の受け入れが検討されたことがあった。1980 年代以降の日本は経済的なプレゼ

ンスの高まりを背景に、接客やサービス業などの労働集約部門での人手不足が深刻化する中で、外

国人の流入圧力が高まっていた。当時日本政府は外国人受け入れについては、①不法就労の削減と、

②単純労働者受け入れの禁止を原則としていた。この政策目標を堅持しつつ中小企業が必要とす

る労働力を確保するものとして、有識者による外国人労働者問題研究会によって 1988 年に発表さ

れたのが「雇用許可制度」という外国人受け入れ策である。だがこの制度は、在日韓国人・朝鮮人

の差別助長につながるといった懸念や、不法就労の解決策としての効果が疑問視されたことなどか

ら、各界の支持をえられず頓挫した。しかし、技能実習制度に先立ち、さらには 2018 年の入管法

改正に先立つこと 30 年前の 1988 年時点ですでに政労使の三者合意の下で、正式に外国人を労働者

として日本社会に受け入れる提案がなされていたことは特筆に価するとの指摘もある [上林 2018: 

47]。

◆ 1989 年入管法改正：外国人技能実習制度の成立と在留資格「定住者」創設◆

　この間にも経済団体から外国人労働者の受け入れの要請は高まり、その解決策として外国人研修

制度が構想された。これは上述の技能実習制度の前身となるもので、この制度設計を前提に改正さ

れたのが 1989 年入管法である（1990 年施行）。新入管法では、新たに「研修」の在留資格が設けられ、

規制緩和とともに中小企業による外国人研修生の受け入れが開始した。翌 1991 年には送り出しお

よび受け入れ機関への助言や、外国人研修生の法的権利の保障や成果向上へのサポートを目的に、

5 省共管（法務、外務、厚労、経産、国交）による（財）国際研修協力機構（JITCO）が設立された。
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1988 年　雇用許可制度

1989 年　入管法改正（1990 年施行）　→在留資格「定住者」創設

1993 年　技能実習制度開始　

　1997 年　技能実習期間が 2年に延長：現行制度の原型成立

2009 年　入管法改正（2010 年施行）→在留資格「技能実習」創設：労働関連法令適用開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在留カードの創設（2012 年施行）

2016 年　技能実習法制定（2017 年施行）

2018 年　入管法改正（2019 年 4 月１日施行）→在留資格「特定技能」創設
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1993 年には、一定の要件を満たした外国人研修生に対して、修得した技能を実践的に活用するた

めの「技能実習制度」が創設された。1997 年には、当初最長 2 年だった在留期間が 3 年（1年間の

研修期間＋ 2 年間の技能実習期間）へと延長され、現行制度の原型が出来上がった。　　

1989 年の入管法改正では在留資格「定住者」も新設され、日系南米人三世の受け入れも開始した。

留学生などが職種制限なしで 1 日 4 時間以内の就労が可能になる「資格外活動」も含めると、本来

は「労働者」ではない外国人の就労を認める複数の「サイドドア」が開かれることになった。

1990 年の改正入管法の施行は、前年の 1989 年の昭和天皇崩御や消費税導入、リクルート問題、

女性問題による宇野政権退陣など不安定な社会政治状況下で、十分な議論をへずに拙速に踏み切っ

た感が否めない。特に技能実習制度については、技術移転という制度目的と労働力確保策としての

実態との間のギャップが顕著である 10。また制度は労働者の受け入れではないことを建前としてい

たために、技能実習生は労働関連法令の枠外に置かれ、最低賃金以下での長時間労働やパスポート

の取り上げ、転職が認められないなど、人権侵害がおきやすい構造的欠陥をもっていた。さらに政

府は「国際協力」の名の下で、送り出し国との間での二カ国間交渉や協定も締結しなかった。その

ため、外国人の送り出しから受け入れに至るまで、民間の仲介業者を排除できず、結果として中間

搾取や、外国人の債務奴隷化などが制度開始当初から問題となった 11。

(2）2009 年入管法改正と 2016 年技能実習法成立

　上述のような技能実習制度の問題に対しては、いくつかの制度改正の試みもなされてきた。その

うち、前出の 1989 年入管法改正と並んで、日本の外国人受け入れ政策全体にとって次の二つの意

味で分水嶺となるのが、2009 年 7 月の入管法改正である（2010 年施行、資料 1 参照）。その意義

の一つ目は、「技能実習」という単独の在留資格が創設されたことである（図表 2 参照）。従来の技

能実習制度の 1 年目に設けられていた「研修期間」と 2 年目以降の「特定活動」の資格が廃止にな

り、1 年目は「技能実習 1 号」2 年目以降は「技能実習 2 号」という在留資格になった（資料 2 参照）。

これにより、研修生に労働者としての地位を保障しない従来の制度矛盾が修正され、全ての技能実

習生が労働保護法の対象となった。これは、技能実習制度が労働者受け入れ制度であることが法律

上定義づけ可能になることを意味した。
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10  背景の一つには、前出の 1988 年の雇用許可制度の実現の失敗により、政府は労働者受け入れに替わる「建前」

を必要としており、それが「技術移転」だったことが挙げられる [上林 2018: 49]。
11   2000 年代に入ると、これらの外国人研修生・技能実習生の窮状については頻繁に報道され、彼らを支援する
NPO なども多数設立され多くの刊行物が出版された。たとえば、［外国人研修生問題ネットワーク（編）: 2000, 
2006; 外国人研修生権利ネットワーク（編）: 2009; 「外国人実習生」編集委員会（編）: 2013］ など枚挙に暇が無い。
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　　　資料 2: 技能実習制度（2019 年時点）

2009 年の入管法改正の二つ目の意義は、従前の外国人登録制度が廃止になり、代わって在留カ

ードが創設された点にある（2012 年施行）。従来、外国人登録は居住地域でなされたので、登録し

ない者や転居しても変更しない者の把握が困難だった。これに対し在留カードの創設は、外国人が

居住する地方自治体からの要請に応えたもので、地方税の徴収、子どもの就学通知や予防接種通知

の発送、災害時の避難計画の策定など行政サービスの向上と、なにより国による外国人の一元管理

という二つの側面をもつものだった。

　2009 年改正入管法が施行された 2010 年以降も、技能実習生の数は増加が著しく、2011 年には

14 万 3,308 人だったが 2017 年には 25 万 1,721 人になっている（図表 5 参照）。送り出し国の構

成にも変化が見られる。2011 年には中国が 10 万 8,252 人（約 76%）で 1 位、続いてベトナムが

13,789 人（約 10％）、僅差でフィリピン、インドネシアが続いた。その後中国での賃金上昇を背景

に、中国出身の技能実習生は減っていき、2016 年には中国とベトナムの数が逆転した。2017 年に

はベトナムが 10 万 4,800 人（約 42％）で 1 位となり、中国が 7 万 9,959 人（約 32％）、フィリピン、

インドネシア、タイ、そしてカンボジアやミャンマーが僅差で続いている（図表 5 参照）。

技能実習生の受け入れ拡大を受けて、2016 年には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実

習生の保護に関する法律（以下、技能実習法）が成立し、2017 年に施行された 12。そこでは、技

能実習制度の適正化を目的として技能実習生ごとの技能実習計画が認定制とされたり、管理団体が

許可制とされたりした。それらの許認可を担う法人として法務省厚労省所管の「外国人技能実習機

構」も新設された 13。同法は、仲介業者を規制し保証金の徴収なども禁止している [法務省　出入
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資料1: 近年の外国人関連法令の変遷 

 

 

 

 

 

 

（筆者作成 ＊網掛けした部分は技能実習制度に関わる事項） 

 

  

 

資料2: 技能実習制度（2019年時点）  
 企業単独型 団体管理型 

入国１年目 
（技能等を修得） 

第１号企業単独型技能実習 
（在留資格「技能実習第１号イ」） 

第１号団体管理型技能実習 
（在留資格「技能実習第１号ロ」） 

入国２・３年目 
（技能等に習熟） 

第２号企業単独型技能実習 
（在留資格「技能実習第２号イ」） 

第２号団体管理型技能実習 
（在留資格「技能実習第２号ロ」） 

入国４・５年目 
（技能等に熟達） 

第３号企業単独型技能実習 
（在留資格「技能実習第３号イ」） 

第３号団体管理型技能実習 
（在留資格「技能実習第３号ロ」） 

（JITCOウェブページより筆者作成） 
＊技能実習1号2号は、それぞれ「イ 企業単独型：日本の企業等（実習実施者）が海外の現地法人、合弁企業や
取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式」と、「ロ 団体監理型：事業協同組合や商工会等の営
利を目的としない団体（監理団体）が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等（実習実施者）で技能実習を実施す
る方式」の二つに分かれる。 

＊＊４～5年目の第3号技能実習の受け入れは、技能実習法（2016年成立、2017年施行）によって、優良な実習
実施者・管理団体に限って可能になった。 

＊＊＊1号、2号、3号への移行にはそれぞれ、実技・学科試験、実技3級試験、2級試験合格が必須となる。 

（法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省人材開発統括官(編) 2019「外国人技能実習制度について」より） 
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12  一つの在留資格に対する単独立法としては初のケースである [旗手 2019: 85]。
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国在留管理庁　厚労省人材開発統括官 2019]。技能実習制度で従事可能な作業は、1993 年の制度

開始時には 20 未満（受け入れ規模は全体で数千人）だったものが、農業、漁業、建設、食品製造、

繊維・衣服、機械・金属、その他からなる 81 職種 145 作業に増えた。優良な実習実施者・管理団

体に限っては、一定の条件をクリアすれば 4~5 年目の技能実習生を「第 3 号技能実習生」として

受け入れることが可能になり（資料 2 参照）、人数、期間ともに受け入れが大きく拡大した。

図表 5: 技能実習資格者の国籍別人口

（厚生労働省　2018　「外国人技能実習制度の現状、課題等について」より）

(3)　技能実習制度の課題

　技能実習制度については、さまざまな問題が指摘されているが、そのうち主なものを検討してみ

る。まずは、技術技能移転と国際協力という制度目標に対して、低賃金単純労働の温床と化してい

る実態との間のギャップである。前出の 2017 年の技能実習法施行により、日本国内においては、

技能実習生を管理する団体の許認可を始め、制度管理の実務が外国人技能実習機構に委託されるこ

 

4 
 

 
（厚生労働省 2018 「外国人技能実習制度の現状、課題等について」より） 

 

 

図表6: 特定技能1号外国人国籍・地域別割合（2019年9月末）              
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13  
これにより、1991 年に設立された国際研修協力機構（JITCO）は、新設の外国人技能実習機構によって認可され

た監理団体という位置づけとなった。
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とになった。だが、管理団体の数は 2,500 近くに膨れ上がり、実習の実施者は 4.8 万機関に上ると

いわれ、3 年に 1 度検査を行うという目標の達成はすでに困難であることが指摘されている [旗手 

2019: 88]。

労働環境の劣悪さや外国人に対する差別や人権侵害については、今日ではマスメディアをはじ

め、SNS などでも頻繁に告発されている。特に人権侵害については、国際的にも問題視されており、

国連の自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、人権差別撤廃委員会などでも指摘されている [旗

手 2019:87]。アメリカ国務省人身取引報告書では、2007 年以降 2018 年に至るまで、技能実習制

度に人身取引の兆候が指摘されているものの日本政府が強制労働として認知していないことが問題

視されている [U.S. Department of States 2019]。

人権侵害をこうむりながらも技能実習生が劣悪な実習環境から逃れられない背景要因の一つに、

来日前から始まる債務奴隷化がある。つまり技能実習生は来日前に祖国の送り出し機関に斡旋料や

事前研修費を支払うが、その費用は高額で借金を余儀なくされるケースが多い。たとえばベトナム

政府は仲介業者が徴収してよい手数料を技能実習期間に応じて 1,200 米ドル（1 年間）～ 3,600 米

ドル（3 年間）と規定しているが、実際には渡航前にかかる費用は約 100 万円で、平均年収の 4-5

年分にあたるという [巣内 2019:21; 旗手 2019:90]。先述のとおり、日本政府は技能実習制度を労

働者の受け入れと認めていないため、送り出し―受け入れの 2国間での正式な取り決めをしておら

ず、送り出し機関に対する規制については、二国間での「協力覚書（Memorandum of Cooperation, 

MOC）」などで合意形成するという立場だ。だが全ての送り出し国との間で覚書が交わされている

わけではなく、また交わされたとしても法的拘束力はなく、実質的に送り出し国の動向に対して日

本政府は関知できない。たとえば、カンボジアと日本の間では 2017 年に技能実習に関する協力覚

書が締結され、適切な送り出し機関の選定と日本側の認定、手数料の算出基準を明示することなど

が定められた。だが、カンボジア側には日本への渡航にかかる斡旋料に関する法定が存在しないと

いう [安里 2019: 103]。同様のことは、インドネシアや中国にもみられ、二国間で何らかの協定が

結ばれたとしても、送り出し国内の斡旋業者については実質的に確たる規制がないのが現状だ。

4. 特定技能の施行と課題

(1)　新在留資格「特定技能」の概要

　2019 年 4 月 1 日の改正入管法による特定技能制度の施行は、上述のような技能実習制度の問題

が未解決のまま踏み切られることとなった。政府が法改正を急いだ理由としてはまず、人手不足が

深刻化する中で経済界や地方からの外国人受け入れに対する要請の高まりがあった。2019 年 4 月

の統一地方選挙や 7 月に参院選を控えていたことの影響も指摘されている [藤巻 2019: 118]。

新制度の施行にともなって業務量の増大が見込まれる中で、法務省の入国管理局が改組されて
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出入国在留管理庁（以下、適宜入管庁と略記）へと格上げされた。本節ではまず、入管庁等の資

料に基づいて特定技能制度の概要を押さえておく [出入国在留管理庁 2019a]。特定技能１号とは、

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を必要とする業務に従事する外

国人向けの在留資格とされる。特定産業分野とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業（金属加

工など）、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、

宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の 14 分野である。一定の技能水準と日本語能力が必

要となり、在留期間は最長で 5 年間である。家族の帯同は原則的に認められておらず、職業・日常

生活上の支援は受け入れ機

関などが行うことになって

いる。特定技能 1 号は、当

面は技能実習生からの移行

者が主な供給源と見込まれ

ている。いっぽう特定技能

2 号とは、特定産業分野に

属する熟練した技能を要す

る業務に従事する外国人向

けの在留資格である。業種

は上記のうち建設、造船・

舶用工業に限られ、資格を

取得するには技能試験と日

常会話程度の日本語試験へ

の合格が必要となる。在留

期間の更新や家族帯同も可

能なる。第 2 号の受け入れ

開始は、再来年ごろからを

予定されている。

2019 年 9 月 末 時 点 で、

特定技能 1 号の資格で在

留する外国人の総数はわず

かに 219 人で 14、国籍・地

域別内訳はベトナム 93 人、

インドネシア 33 人、フィリ

－ 100 －

図表 7: 特定技能 1 号外国人分野別割合（2019 年 9 月末）

（出入国在留管理庁 2019b 「特定技能 1 号在留外国人数（令和元年 9 月末現在）より」）
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業が最も多い 22%で、産業機械製造業 20%、素形材産業 19%、農業 14%などが続く[図表
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(2) 特定技能の問題点と課題  

在留資格「特定技能」をめぐる具体的な制度設計は、改正入管法に基づく政府基本方針や
分野別の運用方針を受けて、政令や複数の法務省令、入管法施行規則、関係行政機関の告示
などで示される。そのため全体像の把握は容易ではないというが[旗手 2019; 高畑 2019]、
制度が基づく技能実習制度と類似する諸問題がすでに指摘されはじめている[旗手 2019; 
藤巻 2019 など]。また日本における外国人受入れの諸制度について包括的な方針を示すも
のとしては、法務省を中心に 2018 年 12 月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対
策」がまとめられ、2019 年 6 月には改訂版の「外国人在の受入れ・共生のための総合的対
応策の充実について」が示された[法務省 2018, 2019]。これらの先行研究や政府資料に基
づき、本稿の終わりに、新入管法と特定技能制度の問題点や課題を、技能実習制度との共通
点と差異を踏まえてややランダムに挙げ考察したい。 
問題の一つ目は、従前の技能実習制度の人権侵害や労働基準関係法令違反などが改善され
ないまま、それを土台に特定技能制度が作られている点にある。たとえば送り出し段階に
ついては、改正入管法では、悪質な仲介業者を規制するために二国間取り決め（MOC）
を締結して保証金の徴収や違約金契約などを禁止するとしている。これに対し 2019 年 8
月末日の時点で、アジアの 9  
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ピン 27 人、タイ 23 人、中国 17 人、ミャンマー 16 人、などとなっている[図表 6 参照 ]。分野別では、

飲食料品製造業が最も多い 22％で、産業機械製造業 20％、素形材産業 19％、農業 14％などが続く

[図表 7 参照 ]。

(2)　特定技能の問題点と課題 

在留資格「特定技能」をめぐる具体的な制度設計は、改正入管法に基づく政府基本方針や分野別

の運用方針を受けて、政令や複数の法務省令、入管法施行規則、関係行政機関の告示などで示される。

そのため全体像の把握は容易ではないというが [旗手 2019; 高畑 2019]、この制度が基づく技能実

習制度と類似する諸問題がすでに指摘されはじめている [旗手 2019; 藤巻 2019 など ]。また日本

における外国人受入れの諸制度について包括的な方針を示すものとしては、法務省を中心に 2018

年 12 月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対策」がまとめられ、2019 年 6 月には改訂

版の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」が示された [法務省 2018, 

2019]。これらの先行研究や政府資料に基づき、本稿の終わりに、新入管法と特定技能制度の問題

点や課題を、技能実習制度と

の共通点と差異を踏まえてや

やランダムに挙げ考察したい。

問題の一つ目は、従前の

技能実習制度の人権侵害や労

働基準関係法令違反などが改

善されないまま、それを土台

に特定技能制度が作られてい

る点にある。たとえば送り出

し段階については、改正入管

法では、悪質な仲介業者を規

制するために二国間取り決め

（MOC）を締結して保証金の

徴収や違約金契約などを禁止

するとしている。これに対し2019年8月末日の時点で、アジアの9カ国がMOCを作成する旨に同意、

署名している 15。同様の策は技能実習法でも講じられているが、先述のとおり送り出し国内の斡旋

14  12 月 13 日時点では、特定技能の在留資格を取得した外国人は 1,732 人に増加しているが、これは政府による、

初年度の見込みである約 4 万 7,000 人のわずか 3.7％にとどまっている [ 朝日デジタル 2019 年 12 月 17 日記事 ]。
15   

それら 9 カ国とは、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、

ベトナム、バングラデシュである [出入国在留管理庁 2019c]。
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図表 8: 就労が認められる在留資格の技能水準

（出入国在留管理庁  2019a 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より）
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業者に対して実質的な効力はなく、海外での事前研修費用は高額に留まっている。結果として実習

生は債務奴隷化した状態で日本にやってくるのだが、特定技能でも同様のことが起こる危険性は排

除できていない。

次に、特定技能には、技能実習との間に制度的な整合性の点でいくつかの矛盾が指摘できる。新

設の特定技能 1 号は当面、技能実習 2 号の修了者からの移行が主な供給元となると想定されている。

その際、技能実習 2 号の修了者は特定技能 1 号に必要とされる試験が免除される。ところが特定技

能 1 号で求められる技能水準は、図表 8 のように、専門的・技術的分野と技能実習との中間に位置

づけられ、実際に要件とされる日本語能力や技能水準は受け入れる各分野によって異なる。技能実

習制度では、介護分野を除いては、修得した技能が特定技能が要求する水準かどうかを客観的に計

る手段はない。つまり、何をどう免除するかがそもそも不明確なのだ [旗手 2019: 90-91]。

　また、技能実習 2 号修了者がそのまま特定技能 1号に移行した場合、長期間帰国しないことにな

り、祖国への技術移転という前者の制度目標にも反することになる [旗手 2019: 92]。特定技能 1

号に家族の帯同が認められていないことは、先述の技能実習 2 号と同様に、人権の観点からも重大

な問題となる。さらに技能実習 2 号ないし 3 号から特定技能 1 号に移行した場合、その人たちは、

最長 10 年近くを母国の家族と離れて暮らすことになり、家族崩壊につながりかねない。ここには

従来、入国管理に重点を置き、外国人の定住や人権問題に積極的に取り組んでこなかった日本政府

の外国人受け入れの姿勢が端的に現れているが、これについては後述する。

特定技能外国人の受け入れ後の支援については、多くの点から国の関与や責任が不明瞭であるこ

とが指摘されている [藤巻 2019]。まず、日本での低賃金労働をいかに是正するかについては、改

正入管法は、報酬決定などでの差別的扱いを禁止し、日本人と「同等以上の報酬とする」としてい

る。技能実習法でも同様の定めがあるが、実態としては各地方の最低賃金のレベルに留まっている。

「同等以上の報酬」という抽象的な定めでは、低賃金労働を改善するのは難しく、具体的な数値基

準が必要となる [旗手 2019: 91]。次に改正入管法では、特定技能外国人の生活や職務上の支援は、

認定支援機関が行うとされる。この支援機関は入管庁の登録を受けるとされるが、具体的にどのよ

うな団体・組織がそれを担うのかは明示されていない。外国人への支援、在留管理体制の強化に向

けて法務省が中心にとりまとめた「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」（2018 年 12

月）も、具体的な中身が不明確であることが指摘されている [藤巻 2019: 120]。2019 年 6 月には、

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議が「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

の充実について [主な施策 ]」を発表した。それによると、①入管庁、法テラス、ハローワークな

どの関係部門を集約させたワンストップ型の「外国人共生センター（仮称）」の設置や、②生活・

就労ガイドブック、災害情報の 14 ヶ国語対応推進、③日本語教育、④子どもの就学支援、留学生

の在籍管理の徹底、⑤技能実習制度の更なる適正化が謳われている [外国人材の受入れ・共生に関
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する関係閣僚会議（編） 2019]。

だが言うまでもなく、制度を設けるだけでは不十分であり、それらを実際に効果的に運用する工

夫や仕組みづくりが必須となる。たとえば、特定技能外国人は「同一業務区分内」「技能水準共通

性が確認されている業務区分間」での転職が認められている。その点で技能実習制度よりは、受け

入れ先企業などへの従属度が抑えられ人権保障上は望ましい。だが転職の自由を形骸化させないた

めには、通常平日の日中に就職活動をすることが難しい人々のために、ハローワークなどの機能を

もつ上述の「外国人共生センター」の開設時間を延長したり、インターネットなどを介した 24 時

間体制での情報提供などサービスを向上させることが必要となろう。　

日本語教育の充実は、外国人が日本社会でコミュニケーションを円滑にできるようになり、安心

して暮らすためにも、またスキルアップすることで差別や貧困をなくしていくためにも最も重要な

課題の一つとなる。費用負担についても、日本政府、受入れ企業、送り出し国政府を含めて検討す

べきことが専門家からは提言されている[藤巻 2019; 旗手 2019: 92]。将来的に家族を帯同した場合、

外国人児童に十分な教育環境を整えることも重要である。日本語教育の充実のためには、日本語を

教える側の生活の保障も必要である。これについて政府は「日本語教師のスキルを証明する新たな

資格の整備」を掲げているが［出入国在留管理庁 2019a: 34］、スキルの証明のみならず、日本語教

員の資格を持った人が生活していける収入を得られるような就労環境を創出することも不可欠とな

る。また、公共の場での多言語表記などともに、日本語能力初級者でも分かりやすい「やさしい日

本語」を用いる取り組みも有効である 16。これらの取り組みは、外国人そのものの参画のもとで立

案実施していくことが求められる。

5．おわりに：外国人の受け入れと共生に向けて

上に検討してきたように、日本の外国人政策において政府はこれまで「技能実習」「（日系三世

などの）定住者」などの在留資格を創設したり、留学生に資格外活動という体で就労を許可したり

することで、制度的には「労働者」の受け入れではないという立場をとおしてきた 17。在留期間の

更新が可能な日系三世などを除けば、これらの外国人は、一定期間の滞在の後は帰国が決定付けら

れているローテーション労働力とみなされており、定住化し日本社会の一員となることは積極的に

想定されてこなかった。その間にも日本では労働力不足が深刻化して外国人の流入圧力は高まり、

2019 年 4 月の新在留資格「特定技能」の施行に至った。だがそれに先立ち 2018 年 6 月に閣議決定

した「骨太の方針 2018」にも見られるように、日本政府による外国人の受け入れ方針は、「一定の

16   
たとえば西日本新聞はウェブサイト上でニュースを外国人や子どもでも読めるやさしい日本語に翻訳したコー

ナーを設けている [ 西日本新聞公式ウェブページ ]。こうしたサイトの存在を外国人はもとより、日本人の間でも

情報共有して周囲の外国人に紹介するなど、周知徹底することも重要である。
17   

このようにして安倍政権は支持基盤である保守層の票を取り込んできたとされる [石原ほか 2019: 28]。
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専門性・技術を有し即戦力となる外国人材
0 0 0 0

を幅広く受け入れていく仕組みを構築する」ことや、そ

のために「真に必要な分野に注目し、移民政策とはことなるものとして
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、外国人材の受け入れを拡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大する
0 0 0

」ことを謳っている [ 外国人技能実習機構 2019（傍点筆者）]。つまり政府は、一連の取

り組みは「移民政策ではない」として、端的には外国人の定住化を阻止する態度である。本来外国

人政策では、出入国管理（どういう外国人を受け入れるか）と共生（受け入れた外国人をいかに日

本社会の一員として迎え入れるのか）を両輪として議論する必要がある。これに対し政府は、経済

的な利益のある「外国人材」に限って条件付きで受け入れ、共生の取り組みは最低限でよいという

発想である [藤巻　2019: 123]。これらの意味で、2018 年の入管法改正は、高谷も指摘するように、

政策転換ではなく、従前の外国人受け入れとの連続性が濃厚である [高谷 2019]18。

外国人受け入れについては、犯罪の増加を危惧する声や、人口減少社会における労働力不足解消

の効果を疑問視したり、さらに日本人の雇用対策を優先すべきだといった考えがあるかもしれない。

これらは本稿での探求の範囲を超えており、その具体的な考察は今後の課題としたい 19。ここで強

調しておきたいのは、外国人受け入れにかかわる諸課題が、人口減少社会や労働力不足解消に対す

る効果などの問題に不当に矮小化されて、外国人に対して門戸を開くか閉ざすかの「全てか 0 か」

の議論にすげ替えられたり、日本人に関する施策を優先すべきとして、すでに日本社会の一部とし

て暮らしている外国人の存在が等閑に付され、それらの人々とどのような社会を作っていくのかに

ついて思考停止に陥るならば、問題だということである。

日本の外国人受け入れのこれまでと今後を考える際に、戦後のヨーロッパをはじめとする諸外国

の事例は示唆的だ。たとえば旧西ドイツは戦後の高度成長期に労働力不足が深刻化し、イタリア、

スペイン、ギリシア、トルコなど地中海諸国から外国人を「ガストアルバイター（一時的労働者）」

として受け入れた。当初ドイツ政府は彼らを「移民」とはみなさず居住期間や地域、扶養家族の入

国も制限していた［カースルズ・ミラー 2014: 130］。彼らが定住化しドイツ人住民との軋轢が激化

すると、国は自らを「移民国家」と認めて移民法を制定し、社会統合政策に乗り出した。そこでは

600 時間のドイツ語研修コースや、ドイツの法秩序、歴史、文化を学ぶ 45 時間のオリエンテーシ

ョンコースなどが実施されている [藤巻 2019: 124]。フランスは、北アフリカの旧植民地諸国など

から受け入れた外国人労働者が移民化すると、「受け入れ・統合契約」を結んで、フランス語研修、

共和国の理念・価値、文化を教える市民教育研修、生活講習会などを行っている [藤巻 ibid]。
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18   
稲葉は、日本政府による外国人の経済的有用性に着目する「外国人材」というとらえ方について、移民を「人権」

の主体たる「人間」としてあつかうつもりはないと宣言したに等しいと批判する [稲葉 2019: 226]。
19  

外国人の犯罪については、2008 年から 2017 年にかけて、在留外国人が約 20％増加したのに対し、外国人検挙数

は 3 万 1,252 件から 1 万 7,006 件に減少しているという報告がある [ 藤巻 2019: 121]。また外国人犯罪をさらに減

らしていくには、貧困や差別をなくすことや、外国人児童に十分な教育環境を整えるなどの、共生策が肝要である。

さらにいえば、こうした策は外国人か否かを問わず犯罪そのものの防止や貧困の削減にも効果的であると思われる。
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移民受け入れ国へと転換をとげたドイツやフランスに問題がないわけではもちろんない。両国で

は移民問題は今日でも政策の焦点になっているし、根強いゼノフォビアのニュースに触れると、共

生は容易ではないことが分かる 20。現に、市民と外国人の地位の法的区分を明確化して、政治的、

社会的権利上の差別を設けることは、ヨーロッパ中で行われてきたことである［カースルズ・ミラ

ー 2014: 131］。たほうで、もっぱら短期のローテーション労働力として外国人を受け入れてきた

日本が、今後これらのヨーロッパ諸国とまったく異なる独自の道程をたどるともまた考えにくい。

その意味で、移民受け入れに踏み切った諸外国の事例は参照すべき点が多いが、その検討は他日を

期したい。　

日本は外国人に対して、門戸を開くか閉ざすかを選択するような段階にはなく、今後もいかに外

国人を受け入れ、すでに日本社会の一員として暮らす外国人とともにどのような社会をつくってい

くかを考えることは、もはや喫緊の課題である 21。先述のとおり、OECD ＋ロシアからなる 37 カ

国中、日本は数においては第 4 位の「外国人受け入れ国」だ。この現実を充分に認識した上で、共

生策にも重きをおいた外国人受け入れの制度設計とその確実な運用が必要となる 22。その前提とし

て、一口に外国人といっても、それぞれに人権があり、異なる文化的宗教的背景や社会的・労働環

境をもち、その中で一人ひとりのライフコースがあり、祖国には留守を護る家族や地域の人々がい

るという、当然ながらしばしば等閑にされがちな事実を今一度認識しておくことが肝要であろう。

それとともに、私たちがすぐにでもできることとして、もっと身近な外国人の存在に意識を向けて

日々の暮らしを送ってみたい。

20  
筆者が本研究に関連して進めているハラール食品（ムスリム＝イスラーム教徒が摂取を許されている食品）にか

かわる調査から例示すると、ヨーロッパ諸国では動物福祉の隆盛を背景に、動物の気絶処理を忌避するイスラーム

式の屠畜方法（ザビーハ）を違法とするところがある。政教分離（ライシテ）を強い形で進めるフランスでは、食

肉の産業化や屠畜場の公的管理が進む中で、ザビーハ屠畜を引き合いに出して、動物福祉の観点からムスリムに残

虐性のスティグマを与え、イスラモフォビアを強調し移民排斥の根拠とすることもある [山口 2019: 556]。
21  

さらにいえば、国際人口移動転換、すなわちかつての移民送り出し国が移民の受け入れ国になる現象は、経済成

長著しいアジア NIEs で起こっており、すでに外国人の獲得をめぐって、日本と台湾、韓国、シンガポールなどと

の国際競争は始まっている [ 旗手 2019: 90]。日本が門戸さえ開けば外国から労働力
0 0 0

が喜んでやってきて、受け入れ

人数と滞在期間を日本の都合で自由に設定できるという前提は成り立たなくなっているのだ。
22  

だがここで筆者は、外国人の受け入れ＝定住化を直ちに想定しているわけではない。外国人にも定住希望の有無

があるように、在留期間や活動に相応の選択肢があり、そして在留期間の長短にかかわらず、人権が遵守され安心

して暮らせる社会であることが重要だ。その際に、問題点の指摘と並んで、すでに外国人の受け入れを行っている

事業者の成功（しつつある）例の収集と共有は有効である。たとえば福井県のある農園は、本来の技能実習制度の

目標である国際協力に立脚し、インドネシア人農業技能実習生を受け入れており、帰国後はソーシャルビジネス起

業を継続してフォローアップするなどの取り組みを実施している [農園たや公式ウェブページ ]。
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